
JP 2012-180676 A 2012.9.20

10

(57)【要約】
【課題】ソレノイドによる電気的な解錠操作が可能で、
障害による解錠不能時には、錠前操作で解錠を可能とす
る扉用ロックハンドル装置を提供する。
【解決手段】施錠ユニット２７は、ラッチレバー２８と
、錠前ユニット２９と、ソレノイドユニット３０とを具
備する。ラッチレバー２８は、係合位置でロック位置に
あるレバーハンドル５の係合部２６に係合し、非係合位
置でこれを解放し、常時は係合位置に回転付勢される。
錠前ユニット２９は、キー操作により、ラッチレバー２
８を非係合位置へ回転操作可能である。ラッチレバー２
８は、ロック位置へ倒伏回動するレバーハンドル５の係
合部２６に押されていったん非係合位置へ回転した後、
係合位置へ回転復元して、自動的にレバーハンドル５を
錠止する。ソレノイドユニット３０に通電すると、ラッ
チレバー２８がレバーハンドル５を解放し、扉Ｄの開放
操作が可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定枠体側に設けられるストライクと；固定枠体側に枢支される扉を閉鎖したとき前記
ストライクの前方に対面する位置において当該扉に固着されるハンドルベースと；扉の前
面と平行な第１固定枢軸によって基端側においてハンドルベースに起伏自在に枢着される
ことによって、倒伏したロック位置と起立した非ロック位置との間を回転自在で、ロック
位置において基端から先端へ上下方向に延びるように配置されると共に、前記第１固定枢
軸よりも先端側の部位においてロック位置における後方へ延出する駆動アームを有するレ
バーハンドルと、
　基端部と；基端部から前記ハンドルベースの背面側に突出するフック部と；基端部から
フック部と反対方向へ延出する受動肩部とを有し；基端部が前記第１固定枢軸と平行な第
２固定枢軸によってハンドルベースに枢着されると共に、受動肩部が連結リンクを介して
前記レバーハンドルに連結されことによって当該レバーハンドル連動してロック位置と非
ロック位置との間を正逆回転し、ロック位置においてフック部が前記ストライクに係合し
、非ロック位置においてフック部がストライクから離脱するクランプ体と、
　ロック位置における前記レバーハンドルに対面する位置において前記ハンドルベースに
設けられる施錠ユニットと、を具備し、
　前記レバーハンドルは、ロック位置において前記施錠ユニットに拘束される係合部を具
備し、
　前記施錠ユニットは、前記第１固定枢軸と平行なラッチ軸により前記ハンドルベースに
枢支されることによりロック位置にある前記レバーハンドルの係合部に係合する係合位置
と離脱する非係合位置との間を正逆回転自在で、常時は係合位置に回転付勢され、ロック
位置へ倒伏回動する前記レバーハンドルの係合部に押されていったん非係合位置へ回転し
た後係合位置へ回転復元するラッチレバーと；前記ハンドルベースに固着され、キー操作
により前記ラッチレバーを非係合位置へ回転操作可能な錠前ユニットと；前記ハンドルベ
ースに固着され、通電時に前記ラッチレバーを非係合位置に保持し、常時はラッチレバー
を解放するソレノイドユニットとを具備することを特徴とする扉用ロックハンドル装置。
【請求項２】
　前記施錠ユニットは、前記ハンドルベース上に前方へ露出するように固着され、前記ソ
レノイドユニットの通電時に点灯するＬＥＤランプと；前記ハンドルベースに固着され、
前記レバーハンドルがロック位置にあることを検知して前記ＬＥＤランプへの通電を絶つ
リミットスイッチと；をさらに具備し、
　前記レバーハンドルは、ロック位置における前記ＬＥＤランプに対面する位置に、当該
ＬＥＤランプを前方へ露出させる表示窓をさらに具備することを特徴とする請求項１に記
載の扉用ロックハンドル装置。
【請求項３】
　前記ラッチレバーは、基端側に前記ハンドルベースの後方へ延出する操作部を有し、先
端側には、ロック位置へ倒伏回動する前記レバーハンドルの係合部に摺接してラッチレバ
ーをいったん非係合位置へ回転させた後、ロック位置において当該係合部に係合するフッ
ク部を具備し、
　前記施錠ユニットは、前記ラッチレバーの操作部に連結される接続部を具備することを
特徴とする請求項１又は２に記載の扉用ロックハンドル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気機器格納用キャビネット等において、閉鎖状態の扉をキャビネット本
体等の固定枠体に対して締付け錠止するクランプ式の扉用ロックハンドル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　分電盤や配電盤等の電気機器収納用キャビネットの扉用ロックハンドル装置として、例
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えば、特許文献1に記載されダブルクランプ式の扉用ロックハンドル装置が知られている
。このロックハンドル装置は、固定枠体側に相互間に距離を置いて設けられる第１ストラ
イク及び第２ストライクと；扉を閉鎖したとき第１ストライク及び第２ストライクと対面
する位置において扉に固着される本体ケースと；前記本体ケースに収容され、扉前面と平
行な第１固定枢軸によって本体ケースに枢着され、第１固定枢軸よりも先端側の部位に駆
動アームを設けたレバーハンドルと；第１固定枢軸と平行な第１可動軸によって前端部を
前記駆動アームの先端部に枢着された連結リンクと；第１固定枢軸と平行であって第１固
定枢軸よりも斜め後方に配置した第２固定枢軸によって基端部を本体ケースに枢着され、
本体ケースの背面側に突出した先端フック部が第１ストライクに係脱する第１クランプ体
と；第１固定枢軸と平行であって第１固定枢軸よりも斜め後方に配置した第３固定枢軸に
よって基端部を本体ケースに枢着され、本体ケースの背面側に突出した先端フック部が第
２ストライクに係脱する第２クランプ体とからなり、扉前面に対して直角であって第１固
定枢軸を通る動作基準線に関して第２固定枢軸と第３固定枢軸を対称位置に配置し、第１
固定枢軸と平行であって前記動作基準線に沿って移動する第２可動枢軸によって第１クラ
ンプ体の受動肩部と第２クランプ体の受動肩部を前記連結リンクの後端部に連結し、第１
クランプ体の先端フック部が第１ストライクに係合し、第２クランプ体の先端フック部が
第２ストライクに係合した扉施錠状態において、第１可動枢軸が前記動作基準線を第２固
定枢軸側に越えた位置に来る一方、第１クランプ体の先端フック部が第１ストライクから
離脱し、第２クランプ体の先端フック部が第２ストライクから離脱した扉解錠状態におい
て、第１可動枢軸が前記動作基準線を第３固定枢軸側に越えた位置に来るようにしたもの
である。この装置では、第２可動枢軸を動作基準線に沿って移動させるために、その両端
部を本体ケースに形成されたガイド用スロットに挿入する構成である。また、第１クラン
プ体の受動肩部と第２クランプ体の受動肩部にはそれぞれ連動用スロットが形成され、こ
れらの連動用スロットに第２可動枢軸を挿通させて両クランプ体を連結リンクの後端部に
連結する構成である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－６３６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この出願に係る発明は、ソレノイドユニットによる電気的な解錠操作を可能とし、かつ
電気的障害による解錠不能時には、キーによる錠前操作で解錠を可能とする扉用ロックハ
ンドル装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下、添付図面の符号を参照して説明するが、本発明はこれに限定されるものではない
。
　上記課題を解決するための、この出願に係る発明の扉用ロックハンドル装置は、固定枠
体側に設けられるストライク１，２と、扉Ｄを閉鎖したときストライク１，２の前方に対
面する位置において当該扉Ｄに固着されるハンドルベース３と、扉Ｄの前面と平行な第１
固定枢軸４によって基端側においてハンドルベース３に起伏自在に枢着されるレバーハン
ドル５と、基端部が第１固定枢軸４と平行な第２固定枢軸７によってハンドルベース３に
枢着されるクランプ体８，２１と、倒伏したレバーハンドル５に対面する位置においてこ
れを拘束するためにハンドルベース３に設けられる施錠ユニット２７とを具備する。レバ
ーハンドル５は、倒伏したロック位置と起立した非ロック位置との間を回転自在で、ロッ
ク位置において基端から先端へ上下方向に延び、第１固定枢軸４よりも先端側の部位にお
いてロック位置における後方へ延出する駆動アーム６を有する。クランプ体８，２１は、
基端部９，２２と、基端部からハンドルベース３の背面側に突出するフック部１０，２３
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と、基端部９，２２からフック部１０，２３と反対方向へ延出する受動肩部１１，２４と
を有する。基端部９、２２は、第２固定枢軸７によってハンドルベースに枢着される。受
動肩部１１，２４は、連結リンク１４を介してレバーハンドル５に連結され、レバーハン
ドル５に連動してロック位置と非ロック位置との間を正逆回転する。ロック位置において
フック部１０，２３がストライク１，２に係合し、非ロック位置においてフック部１０，
２３がストライク１，２から離脱する。さらに、レバーハンドル５は、ロック位置におい
て施錠ユニット２７に拘束される係合部２６を具備する。施錠ユニット２７は、ラッチレ
バー２８と、錠前ユニット２９と、ソレノイドユニット３０とを具備する。ラッチレバー
２８は、第１固定枢軸４と平行なラッチ軸３３によりハンドルベース３に枢支され、ロッ
ク位置にあるレバーハンドル５の係合部２６に係合する係合位置と、それから離脱する非
係合位置との間を正逆回転自在であり、常時は係合位置に回転付勢される。錠前ユニット
２９は、ハンドルベース３に固着され、キー操作によりラッチレバー２８を非係合位置へ
回転操作可能である。ラッチレバー２８は、ロック位置へ倒伏回動するレバーハンドル５
の係合部２６に押されていったん非係合位置へ回転した後、係合位置へ回転復元する。ソ
レノイドユニット３０は、ハンドルベース３に固着され、通電時にラッチレバー２８を非
係合位置に保持し、常時はラッチレバー２８を解放する。
【発明の効果】
【０００６】
　この出願に係る発明によれば、ソレノイドユニットによる電気的な解錠操作を可能とし
、かつ電気的障害による解錠不能時には、キーによる錠前操作で解錠を可能とする扉用ロ
ックハンドル装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係る扉用ロックハンドル装置の非ロック状態の縦断面図である。
【図２】図１の扉用ロックハンドル装置の操作途上における縦断面図である。
【図３】図１の扉用ロックハンドル装置の錠止状態の縦断面図である。
【図４】図１の扉用ロックハンドル装置のソレノイドによる解錠状態の一部の縦断面図で
ある。
【図５】図１の扉用ロックハンドル装置の錠前よる解錠状態の一部の縦断面図である。
【図６】図１の扉用ロックハンドル装置を扉の裏側から見た背面図である。
【図７】図１の扉用ロックハンドル装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。
　図１ないし図３は、本発明のロックハンドル装置を扉Ｄに取り付けた状態を示す縦断側
面図であって、図１は非ロック状態、図２は操作途上状態、図３は錠止状態を示している
。図において１は第１ストライク、２は第２ストライクであり、上下方向に所要間隔を置
いて、キャビネット等の本体である固定枠体Ｂにおける開口部の周囲フランジ部Ｂ１に固
着される。
【０００９】
　ロックハンドル装置のハンドルベース３は、閉扉時にストライク１，２に対向するよう
に、扉Ｄの自由端部側の前面に配置され、扉Ｄの裏（後面）側からねじで扉Ｄに締め付け
固着される。
【００１０】
　第１固定枢軸４は、扉Ｄの前面と平行で、両端においてハンドルベース３の左右側壁部
に支持され、中間部がレバーハンドル５の上端（基端）部を水平方向に貫通している。レ
バーハンドル５は、第１固定枢軸４を中心に、ハンドルベース３に対して起立した非ロッ
ク位置（図１）と、倒伏したロック位置（図３）との間を、途上位置（図２）を経て回転
自在で、ロック位置において、扉Ｄの前面に沿って上下方向に延びるように配置される。
レバーハンドル５は、ロック位置において第１固定枢軸４よりも後方(扉の背面側)へ延出
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する駆動アーム６を上端側有すると共に、ロック位置においてハンドルベース３側へ突出
する係合部２６を下端側に有し、また中間部には、ランプ表示用開口４４、スイッチ押圧
用突起４５、キー挿通用開口４６を有する。係合部２６は、ハンドルベース３側に設けら
れる施錠ユニット２７の施錠操作により拘束される。
【００１１】
　第２固定枢軸７は、第１固定枢軸４と平行で、第１固定枢軸の斜め下後方位置において
、両端がハンドルベース３の左右側壁部に支持され、中間部が第１クランプ体８の基端部
９を水平方向に貫通している。第１クランプ体８は、基端部９と、基端部９からハンドル
ベース３の背面側に突出するフック部１０と、基端部からフック部１０と反対方向へ延出
する受動肩部１１とを有する。また、基端部９からばね受け突起１２が突出している。
【００１２】
　第１可動枢軸１３は、第１固定枢軸４と平行で、両端においてレバーハンドル５におけ
る駆動アーム６の先端部に支持される。第１可動枢軸１３の中間部は、第１連結リンク１
４の第１枢支点を貫通する。第１連結リンク１４は、ほぼL字形の板状で、一端側に第１
枢支点、中間に第２枢支点、他端側に第３枢支点を有し、また第１枢支点付近にばね受け
突起１５を有する。
【００１３】
　第２可動枢軸１６は、第１固定枢軸４と平行で、第１連結リンク１４の第２枢支点と第
２連結リンク１７の一端部とを枢支する。第３可動枢軸１８は、第１固定枢軸４と平行で
、第１連結リンク１４の第３枢支点と第１クランプ体８の受動肩部１１とを枢支する。第
１クランプ体８のばね受け突起１２と第１連結リンク１４のばね受け突起１５との間（実
質的には、第２固定枢軸９と第１可動枢軸１３との間）には、反転ばね１９が挿入される
。
【００１４】
　第３固定枢軸２０は、第１固定枢軸４と平行で、第１固定枢軸の斜め上後方位置におい
て、両端がハンドルベース３の左右側壁部に支持され、中間部が第２クランプ体２１の基
端部２２を水平方向に貫通している。第２クランプ体２１は、第１クランプ体８と同形で
、それと上下反転した状態に設けられ、基端部２２と、基端部２２からハンドルベース３
の背面側に突出するフック部２３と、基端部からフック部２３と反対方向へ延出する受動
肩部２４とを有する。第４可動枢軸２５は、第１固定枢軸４と平行で、第２連結リンク１
７の他端部と第２クランプ体２１の受動肩部２４とを枢支する。
【００１５】
　したがって、第１、第２クランプ体８，２１は、レバーハンドル５の起伏回転に連動し
て、非ロック位置（図１）とロック位置（図３）との間を正逆回転し、ロック位置におい
てフック部１０，２３が、それぞれ第１、第２ストライク１，２に対して上方又は下方か
ら背面に係合し、非ロック位置においてフック部１０，２３が第１、第２ストライク１，
２から離脱する。
【００１６】
　反転ばね１９は、実質的に、一端側が第１可動枢軸１３に係止され、他端側が第２固定
枢軸７に係止されているので、非ロック位置にあるレバーハンドル５を起立状態（図１）
に保持（図１において固定枢軸４を中心に反時計方向の回転力を付与）し、非ロック位置
からロック位置への回転途上（図２）で圧死点を越え、ロック位置（図３）にあるレバー
ハンドル５を倒伏状態に保持（図３において軸４を中心に時計方向の回転力を付与）する
。
【００１７】
　ロックハンドル装置の本体は、図１に示すように、クランプ体８，２１のフック部１０
，２３がストライク１，２から離脱した非ロック位置において、第１可動枢軸（第１枢支
点）１３と第２可動枢軸（第２枢支点）１６とを結ぶ直線Ｌ１が、第２可動枢軸（第２枢
支点）１６から扉前面に対して直角に延びる基準直線Ｌより下方にある一方、図３に示す
ように、クランプ体８，２１のフック部１０，２３がストライク１，２に係合したロック
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位置において、直線Ｌ１が、基準直線Ｌを上方へ越えた位置に来るように各部が配置され
る。
【００１８】
　レバーハンドル５をロック位置に錠止するための施錠ユニット２７は、レバーハンドル
５の下端側に対応する位置においてハンドルベース３上に設けられる。施錠ユニット２７
は、ラッチレバー２８と、錠前ユニット２９と、ソレノイドユニット３０と、リミットス
イッチ４２と、ＬＥＤランプ４３とを具備する。
【００１９】
　ハンドルベース３には、レバーハンドル５の係合部２６に対応する位置に、ラッチ収納
空間３１が設けられ、また、開口４６に対応する位置に、錠前収納空間３２が設けられる
。ラッチ収納空間３１内には、第１固定枢軸４と平行なラッチ軸３３によりラッチレバー
２８が枢支され、錠前収納空間３２内には、錠前のシリンダケース３４が固着される。
【００２０】
　ラッチレバー２８は、ラッチ軸３３より前方へ延出するフック部４０と、後方へ延出す
る操作部４１とを具備し、ロック位置にあるレバーハンドル５の係合部２６に係合する係
合位置（図３）と、それから離脱する非係合位置（図１）との間を回動自在であり、常時
はばね３５で係合位置に回転付勢される。したがって、ラッチレバー２８は、ロック位置
へ倒伏回動するレバーハンドル５の係合部２６にフック部４０が押されていったん非係合
位置へ回転した後、係合位置へ復帰して図３に示すように、フック部４０を係合部２６に
係合させる。この状態で、レバーハンドル５は錠止され、起立させることができず、した
がって、扉を開くことができない。
【００２１】
　錠前ユニット２９は、開口４６を通して挿入されるキーの操作により、スライドプレー
ト３６を摺動させ、図５に示すように、ラッチレバー２８を非係合位置へ回動操作するこ
とができる。この操作は、ソレノイドユニット３０が電気的障害で動作不能のときにのみ
、緊急的に行われる。
【００２２】
　ソレノイドユニット３０は、扉Ｄの背面側に位置して、ハンドルベース３の下端部に固
着される支持板３７上に設けられる。ソレノイドユニット３０は、ソレノイド本体３８と
、それの鉄心に連結される接続金具３９とからなる。ソレノイド本体３８は、支持板３７
に固定され、接続金具３９は、ラッチレバー２８の操作部４１に接続される。ソレノイド
本体３８に通電すると、図４に示すように、ラッチレバー２８を引き下ろして非係合位置
に保持し、常時は図１ないし図３に示すように、ラッチレバー２８を解放して係合可能状
態におく。ラッチレバー２８が解放されているとき、フック部４０が係合部２６に係合し
て、レバーハンドル５が錠止される。
【００２３】
　リミットスイッチ４２は、ハンドルベース３の裏側に固着され、それのヒンジレバーが
、ハンドルベース３の開口４７を介して、レバーハンドル５の押圧突起４５に対面するよ
うに配置される。レバーハンドル５がロック位置にあるとき、リミットスイッチ４２はソ
レノイドユニット３０への給電回路を閉じているが、レバーハンドル５が起立すると、給
電回路を開いてソレノイドユニット３０への給電を停止する。
【００２４】
　ＬＥＤランプは、ハンドルベース３上の、レバーハンドル５の開口４４に対応する位置
に取り付けられ、ソレノイドユニット３０への通電時に点灯し、それによって、ロックハ
ンドル装置が解錠状態にあることを表示する。
【００２５】
　すなわち、レバーハンドル５がロック位置で錠止されている図３の状態で、解錠指令信
号により、ソレノイドユニット３０へ給電されると、図４に示すように、ラッチレバー２
８が引かれて、レバーハンドル５の係合部２６が解放される。ソレノイドユニット３０へ
は給電状態が維持される。係合部２６が解放されても、レバーハンドル５は、ばね１９に
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よりロック位置に保持される。この間、ＬＥＤランプ４３が点灯し解錠状態を表示する。
この状態で、レバーハンドル５を引き上げると、リミットスイッチ４２が切れてソレノイ
ドユニット３０への給電が絶たれ、ラッチレバー２８が係合位置へ復帰する。レバーハン
ドル５を起立させて扉Ｄを開き、所要の作業終了後、再び扉Ｄを閉じる際に、レバーハン
ドル５を倒伏させると、自動的にラッチレバー２８がレバーハンドル５の係合部２６に係
合してレバーハンドル５がロック位置に錠止される。
【００２６】
　今、図１に示す非ロック状態において、レバーハンドル５は、ハンドルベース３から起
立し、反転ばね１９により、起立状態に保持されている。第１、第２クランプ体８，２１
のフック部１０，２３は、それぞれ第１、第２ストライク１，２から離脱している。直線
Ｌ１は、基準直線Ｌの右下側にある。ソレノイドユニット３０は通電されておらず、ラッ
チレバー２８は係合位置にある。
【００２７】
　この状態から、反転ばね１９に抗してレバーハンドル５を倒伏方向(時計方向)へ回転さ
せると、図２に示す中間位置において反転ばね１９が圧死点に達し、これを越えると、レ
バーハンドル５は倒伏方向へ付勢され、図３に示すロック位置に至り、自動的にラッチレ
バー２８により錠止される。この間に、直線Ｌ１は、基準直線Ｌを上方へ越えて右上側に
配置される。この状態でラッチレバー２８が掛かっていない場合に、外部の衝撃や振動、
扉の自重、固定枠体の内部圧力等によりフック部１０，２３が離脱方向（フック部１０が
図において時計方向、フック部２３が図において反時計方向）への回転力を受けても、連
結リンク１４が回転できないので、フック部１０，２３がストライク１，２から離脱する
ことはない。扉Ｄは２点でロックされるので良好な密閉状態が確保される。再び扉Ｄを開
くには、ソレノイドユニット３０に通電する必要がある。ソレノイドユニット３０に通電
するとＬＥＤ４３ランプが点灯する。ソレノイドユニット３０が何らかの障害により動作
しない場合には、キーにより錠前ユニット２９を操作して、ラッチレバー２８をレバーハ
ンドル５の係合部２６から外すことにより、レバーハンドル５を引き上げて、扉Ｄを開く
ことができる。
【符号の説明】
【００２８】
１　　第１ストライク
２　　第２ストライク
３　　ハンドルベース
４　　第１固定枢軸
５　　レバーハンドル
６　　駆動アーム
７　　第２固定枢軸
８　　第１クランプ体
９　　基端部
１０　フック部
１１　受動肩部
１２　ばね受け突起
１３　第１可動枢軸
１４　連結リンク
１５　ばね受け突起
１６　第２可動枢軸
１７　第２連結リンク
１８　第３可動枢軸
１９　反転ばね
２０　第３固定枢軸
２１　第２クランプ体
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２２　基端部
２３　フック部
２４　受動肩部
２５　第３可動枢軸
２６　係合部
２７　施錠ユニット
２８　ラッチレバー
２９　錠前ユニット
３０　ソレノイドユニット
３１　ラッチ収納空間
３２　錠前収納空間
３３　ラッチ軸
３４　シリンダケース
３５　ばね
３６　スライドプレート
３７　支持板
３８　ソレノイド本体
３９　接続金具
４０　フック部
４１　操作部
４２　リミットスイッチ
４３　ＬＥＤランプ
４４　ランプ表示用開口
４５　スイッチ押圧用突起
４６　キー挿通用開口
Ｂ　　固定枠体
Ｂ１　囲壁部
Ｄ　　扉
Ｌ　　基準直線
Ｌ１　第１、第２枢支点間を結ぶ直線



(9) JP 2012-180676 A 2012.9.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 2012-180676 A 2012.9.20

【図５】 【図６】

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

